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第 1 章　総則

第 1 条　(目的)
この運営ルールは、「経理事務取扱要綱」に基づき、経理事務に関する取扱いを定めたものである。


第 2 章　勘定科目の処理

第 2 条　(勘定整理の原則)
勘定の整理方法は、毎期継続して適用し、一般に公正妥当として認められた企業会計の基準による。

第 3 条　(勘定科目)
勘定科目は、原則として別紙「勘定科目一覧表」による。


第 3 章　会計伝票

第 4 条　(会計伝票起票)
会計伝票は、証憑書類に基づいて起票しなければならない。

第 5 条　(会計伝票の発行)
会計伝票の発行は、入金伝票および出金伝票については入出金の行われたとき、振替伝票については勘定振替の事由発生のときにすみやかに発行する。

第 6 条　(会計伝票の記入)
会計伝票の記入は、正規の記入方法に従って行う。

第 7 条　(会計伝票の承認)
会計伝票は、所属長の承認を得なければならない。

第 8 条　(会計伝票の効力)
会計伝票は、発行部門の所属長の承認の後、証憑書類等とともに統括責任者に回付され、承認を得なければならない。

第 9 条　(会計伝票の保存)
会計伝票は、伝票番号および日付順に伝票綴として保存を行う。

第10条　(証憑書類)
証憑書類とは、「経理事務取扱要綱」で定める取引先の領収証・請求書等の他、会社の小切手控・手形控・領収証控・受領証・預り証・稟議書・各種計算書類および書簡等すべてを含む。

第11条　(証憑書類の保存)
証憑書類は、会計伝票との関連を持ち秩序的に保存を行う。

第12条　(改ざんの禁止)
会計伝票は、ぬりつぶしたり、なぞったり、削ったり、紙を貼ったり、またはインク消し等によるすべての改ざん行為を禁止する。

第13条　(文字の訂正)
字句または数字を訂正する場合は、訂正すべき字句または数字全部の上に線を2本引き、線上に訂正者の訂正印を押印して行う。

第14条　(発行済伝票の訂正)
発行済伝票の訂正は次のとおりとする。
(1)発行済伝票につき、その金額または勘定科目の誤りを発見した場合は、誤りの伝票を取消すための取消伝票を新たに発行するか、または貸借勘定の差額を正常に戻すための差額修正伝票を発行する。
(2)取消伝票または修正伝票には原伝票の日付、伝票番号およびその事由を伝票の摘要欄に記入しなければならない。
(3)取消または訂正を必要とすることとなった伝票には日付、取消・修正伝票の番号およびその事由を伝票の摘要欄に記入しなければならない。




第 4 章　金銭出納事務

第15条　(保管)
金銭の保管は次のとおりとする。
(1)金銭および有価証券等は、金庫に収納して施錠する。
(2)日常使用する金庫および重要書類保管庫の鍵は出納責任者が保管する。
(3)就業時間内においては、小型手提金庫に現金を保管することができる。

第16条　(金銭の収納)
金銭の収納は次のとおりとする。
(1)金銭の収納を依頼する部門は、収納金に預り証を添付の上、所属長の検印を受けて出納担当者に引き渡す。
(2)出納担当者が金銭を収納する場合には、金銭および預り証の確認を行い、会計伝票を起票の上、出納責任者の検印を受けなければならない。
(3)収納した金銭は、すみやかに金融機関へ預け入れ、入金連絡票を作成する。
(4)金銭の担当者から出納責任者への引き渡し、出納責任者の銀行への預け入れに際しては、現金・小切手預かり記録簿を作成し管理を行う。

第17条　(領収証の発行)
領収証の発行は次のとおりとする。
(1)領収証の発行は出納責任者において行う。
(2)金銭を収納した時は、所定の領収証を発行する。
(3)領収証は、会社専用のものを用い、控は保存する。
(4)領収証は、一連の通し番号を記載し、発行控は発行部署にて整理保存する。

第18条　(金銭の支払)
金銭の支払は次のとおりとする。
(1)金銭の支払を依頼する部門は、請求書等に、所属長の承認を受けて出納担当者に提出する。
(2)出納担当者は、提出を受けた請求書等に基づき統括責任者の承認を得て支払を行う。
(3)外部に対する一般経費支払は、原則として毎月25日締切の翌月末日払とする。
(4)工事未払金の支払は、工事業者ごとに定める日とする。

第19条　(領収証の受取り)
領収証の受取りは次のとおりとする。
(1)金銭の支払を行った場合は、相手方から適正な領収証など証憑書類を受取らなければならない。
(2)金融機関口座振込の場合には、金融機関の振込通知書をもって領収証に代えることができる。
(3)上記(1)の場合においてやむを得ず領収証が発行されない慶弔見舞金等については、支払証明書をもってこれに代える。
(4)　(1)～(3)の証憑書類は当該伝票に添付する。

第20条　(小口現金)
小口現金は、毎月末日および不足の都度、精算を行い、補填する。

第21条　(小口現金責任者および担当者)
小口現金を設けた部店の長を、その小口現金の責任者とし、その部店に小口現金担当者を置く。

第22条　(小口現金支払の承認)
小口現金の支払は、領収証等を経費精算書に添付の上、小口現金責任者の承認を受けて出納担当者に提出する。

第23条　(小口現金の使途)
小口現金の使途は、原則としてその部店に所属するものの旅費交通費、通信費、接待交際費、販売促進費ならびにその部店で通例的に共通的に発生する消耗品費等とする。

第24条　(小切手の振出し)
1.小切手の振出しは、線引小切手とし、社長の名義をもって行う。
2.前項の場合において小切手の取消しまたは書損じを生じた時は、当該小切手の小切手番号を切り抜き、小切手振出控に貼付しておく。

第25条　(手形の振出し)
手形の振出しについては、前条の規定を準用する。

第26条　(在高照合)
現金等の在高照合は次のとおりとする。
(1)出納担当者は、現金の日々の出納終了後、「金銭出納日計表」を作成し、在高を照合する。
(2)出納責任者は、毎月末日に現金監査を行う。
(3)銀行預金の内、当座預金は当月末日現在の残高を金融機関の発行する当座勘定照合表と照合の上、在高の確認と未落小切手を明確にするため、当座預金照合表を作成する。
(4)銀行預金は、毎月末日に銀行残高と銀行勘定帳の当該預金残高を照合する。
(5)支払手形は、当月末日現在の残高を補助簿と照合する。

第27条　(有価証券)
有価証券の保管は、原則として会社の金庫または銀行の貸金庫とし、統括責任者は四半期および事業年度決算期において有価証券台帳との照合を行う。

第28条　(現金過不足)
過払および盗難紛失等により金銭に過不足を生じた場合、出納責任者はすみやかにその原因を明らかにし、これを統括責任者に報告するとともに、処置につきその指示に従う。


第 5 章　たな卸資産会計

第29条　(受入れ)
たな卸資産の受入れは、原則として、検収基準による。

第30条　(払出し)
たな卸資産の払出しは、原則として、鍵の引渡基準による。

第31条　(帳簿)
たな卸資産については受払の都度帳簿への記載を行い、その在高を明らかにして管理する。

第32条　(受払および在高の会計処理)
受払の記録およびその在高については会計処理を行う。
第33条　(取得価額)
1.たな卸資産を取得した場合の取得価額は、購入品については購入価額に購入直接費を加算した価額、生産品については製造原価による。
2.前項の場合の他、検収済でまだ購買単価の決定していないものは、これを仮単価で受入れることができる。


第 6 章　固定資産会計

第34条　(会計整理)
固定資産の会計は、固定資産の取得および減価償却ならびに売却・除却等の事項を取扱う。

第35条　(帳簿)
1.固定資産会計の使用帳簿は次のとおりとする。
(1)固定資産台帳
(2)建設仮勘定明細
2.固定資産台帳には、管理番号・名称・設置場所・取得年月日・耐用年数・取得価額・減価償却額および帳簿価額を記載し、管理する。 
3.建設仮勘定明細には、発生日・業者名・内容・金額・振替月および未精算残高を記載し、管理する。

第36条　(有形固定資産の修繕・改良)
1.有形固定資産の修繕または改良工事により、耐用年数を延長または資産価値を増加させる場合には、これに対応する金額は資本的支出として固定資産に計上するものとする。
2.固定資産の現状を維持し、または現状を回復するために要した費用は、これを損益的支出とする。

第37条　(固定資産の登録)
固定資産を取得した場合は、「固定資産管理取扱要綱」に基づき、固定資産台帳へ登録する。

第38条　(建設仮勘定明細の作成)
建設仮勘定に計上するものは、建設仮勘定明細を作成する。

第39条　(償却方法)
減価償却の耐用年数およびその方法については、「決算会計運営ルール」に従う。

第40条　(償却計算)
固定資産の償却計算は、各四半期末現在の固定資産に対して行う。

第41条　(売却および除却時の伝票処理)
固定資産を売却した場合は、売却価額と帳簿価額との差額を固定資産売却損益勘定に計上し、除却による場合は、帳簿価額を固定資産除却損へ計上する。


第 7 章　原価計算

第42条　(分類)
1.完成工事原価は原価発生の形態により次のとおり分類する。
(1)外注費
(2)材料費
(3)設計料
(4)間接費
2.開発事業原価は原価発生の形態により次のとおり分類する。
(1)土地仕入
(2)固定資産税
(3)仲介料
(4)登記料他
(5)造成費

第 43 条　(完成工事原価の計算)
完成工事原価は原則として物件引渡後、未成工事支出金より振替する。

第 44 条　(開発事業原価の計算)
開発事業原価は物件の引渡後、自動振替で開発事業支出金より振替する。なお、1区画当たりの原価は、1プロジェクト毎に販売価格の比率で按分し、計算する。
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